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第１回高根沢町景観計画策定委員会 議事録 
 

【司会 都市整備課長】 

本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

 ただいまから、第１回高根沢町景観計画策定委員会を始めさせていただきます。

本日、司会を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、開会にあたり、高根沢町長の高橋克法よりごあいさつ申し上げます。 

【高根沢町長 高橋 克法】 

第１回高根沢町景観計画策定委員会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

本日は、公私ともお忙しい中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。また、

皆様におかれましては、本委員会の委員を快くお引き受け頂き、心より感謝申し上

げます。 

私ども、高根沢町には、広大な田園地帯、里山、牧場などの自然景観、屋敷林に

囲まれた家々が点在する農村集落の景観、宝積寺駅及び駅東口のちょっ蔵広場とい

った建築物の景観、台新田展望台や元気あっぷむらから眺望できる山並み景観がご

ざいます。どれを採りましても、高根沢町ならではの景観であり、現在や将来の町

民共通の貴重な資産です。 

こうした景観を保全するために、高根沢町では、平成２０年３月に景観法に基づ

く景観行政団体になり、これを受けて、現在、高根沢町の景観の将来像を展望し、

そこで暮らす人々の生活の質の向上につながる景観まちづくりを進めるための基本

的な計画であります「景観計画」の策定をしております。 

委員の皆様におかれましては、各分野で培われた豊富な経験や知識を活かしたご

意見を賜りたいと考えていますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

私は、経済の発展と景観というものは、何も対立する概念ではないこと、景観と

いう公共財を守ることによって個人の幸せもより増進することができる、そういっ

た意識の転換こそが、大げさになりますが、この国を滅ぼさないで持続させるため

の最大の考え方ではないかと、最近特に感じているところです。 

景観については、３年前に事務当局に指示し、十分な研究を事務当局では行って

参りまして、今日の景観計画策定委員会に辿り着いたわけでございます。どうぞ、

そのような思いをお汲み取りいただきまして、ご指導賜りますように心からお願い
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を申し上げます。 

本日はありがとうございます。 

【司会 都市整備課長】 

ありがとうございました。 

 続きまして、今回は初めての委員会でございますので、委員の皆様のご紹介をさ

せていただきます。 

 橋本 和彦 様 社団法人全日本土地区画整理士会栃木県支部まちづくり専門家

で、元栃木県都市計画課長でいらっしゃいます。 

 小林 仲 様 元高根沢町建設産業部長でいらっしゃいます。 

 永井 護 様 宇都宮大学工学部建設学科教授でいらっしゃいまして、栃木県都

市計画審議会会長、小山市地域公共交通会議委員、日光市中心市街地活性化協議会

委員などを勤めていらっしゃいます。 

三橋 伸夫 様 宇都宮大学工学部建設学科教授でいらっしゃいまして、栃木県

マロニエ建築・景観賞審査委員長、栃木県景観アドバイザー、ふるさととちぎ２１

活性化塾アドバイザー、宇都宮市まちづくり交付金評価委員会委員などを勤めてい

らっしゃいます。 

 大庭 晋 様 株式会社隈研吾建築都市設計事務所主任技師でございまして、隈

研吾氏とともにちょっ蔵広場の設計に携わった方でいらっしゃいます。 

 栃村 克彦 様 株式会社アイデクト代表取締役でいらっしゃいまして、高根沢

町商工会青年部顧問で、屋外広告物の設計製作などを行っている会社を経営されて

いらっしゃいます。 

 本日欠席になっておりますけれども、熊倉 雄一 様 栃木県県土整備部都市計

画課長でいらっしゃいますが、本日は欠席でございます。代理といたしまして、寺

﨑様が出席していらっしゃいます。 

 鷹觜 芳男 様 東京電力株式会社宇都宮支社地域渉外担当でいらっしゃいます。 

 阿久津 孝行 様 東日本旅客鉄道株式会社宝積寺駅長でいらっしゃいます。 

 関 裕 様 東日本電信電話株式会社栃木支店長でいらっしゃいます。 

 笠倉 正矩 様 住民代表で、高根沢町区長会会長でいらっしゃいます。 

鈴木 孝延 様 住民代表で、高根沢町区長会副会長でいらっしゃいます。 

みなさまどうぞよろしくお願いいたします。 
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【高根沢町長 高橋 克法】 

よろしくお願いいたします。 

（これにて高橋町長退席） 

【司会 都市整備課長】 

ここで、事務局員の紹介をさせていただきます。 

私、先ほど申し上げましたとおり、都市整備課長でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 同じく都市整備課都市整備担当リーダーでございます。 

 同じくサブリーダーでございます。 

 同じく都市整備担当でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の委員会資料につきまして、皆様のお手元にお配りしております

けれども、資料の確認をさせていただきます。 

まず次第がございまして、高根沢町景観計画策定委員会設置運営要綱、委員名簿、

高根沢町景観計画策定委員の役割について、景観計画案、高根沢町景観計画案の概

要説明、高根沢町景観計画・景観条例策定スケジュールでございます。 

以上の書類でございますが、何か不足しているものがありますでしょうか。大丈

夫ですか。 

それでは、初めての会合でございますので、高根沢町景観計画策定委員会設置運

営要綱について簡単にご説明いたします。 

まず、第１条でありますが、設置ということで高根沢町景観計画策定検討会議が

策定した景観計画案につきまして、総合的かつ専門的な検討及び協議をするために、

策定委員会を設置したものでございます。 

第２条につきましては、委員でございまして、委員全員で１２名以内ということ

でありますが、学識経験者２名、専門的知識を有する者２名、行政機関及び民間企

業の職員４名、町民代表２名、以上１２名ということになっております。 

第３条が、委員長及び副委員長でありまして、委員長及び副委員長は、委員の互

選により選任するといった内容が書いてございます。 

第４条につきましては、定足数及び表決数ということで、委員会は、委員の半数

以上の出席がなければ開くことができないというような内容でございます。 
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第５条につきましては、委員会は、委員長が必要と認めたときに開催し、委員長

が議長になるといった内容でございます。 

第６条につきましては、期間及び任期でございまして、委員会の設置期間は、景

観計画の策定が完了するまでということでございます。任期につきましても、策定

が完了するまでというような内容でございます。 

第７条につきましては、会議の公開についての内容でございます。 

第８条につきましては、委員会の傍聴ということで、１０名以内であれば傍聴で

きるというような内容でございます。 

第９条につきましては、議事録でありまして、委員長は次に掲げる事項を記載し

た議事録を作成するといった内容でございます。委員長が指名する議事録署名人、

また記載する内容でございます。 

第１０条は事務局ということで、事務局を都市整備課内に置くというものでござ

います。 

その他１１条につきましては、委員会の設置運営に必要な事項は、委員長が別途

定めるといった内容でございます。 

附則といたしまして、平成２１年６月１６日から施行するといった内容でござい

ます。 

続きまして、「高根沢町景観計画策定委員の役割について」、説明させていただき

ます。 

要綱の中にもありましたように、高根沢町景観計画策定検討会議が作成した景観

計画案について、総合的かつ専門的な検討及び協議を行うため」に設置したもので

す。今回１２名の委員の皆様にお集まりいただいておりますけれども、このような

ことで次第になっております。 

今回の計画案につきましては、栃木県景観アドバイザーにアドバイスを受けなが

ら、都市整備課で素案を作成いたしまして、町の内部機関である高根沢町景観計画

策定検討会議に諮って修正したものでございます。 

先ほど町長からも申し上げましたとおり、皆様の豊富な経験や知識を活かしたご

意見を賜りまして、よりよい景観計画にしたいと考えておりますので、どうぞご協

力を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、これから委員会を始めるわけでございますけれども、今回が始めての
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委員会でございますから、まだ委員長の職務を行う方がいらっしゃいません。つき

ましては、 委員長が決定するまで、この間仮議長を選任し、議事を進行してまいり

たいと考えます。仮議長の選任につきまして、誠にせん越ではございますが、事務

局に一任いただければ思いますが、よろしいでしょうか。 

【委員全員】 

 よろしくお願いします。 

【仮議長】 

それでは、ご了承いただけましたので、誠にせん越ではありますが、私を仮議長

といたしまして、委員長の選任を進めさせていただきたいと思います。 

それでは、先程説明しましたが、要綱第３条第２項の規定により、委員長及び副

委員長は委員の互選により選出することになっております。そこで、選出方法とし

て委員の皆様からどなたか適当な方がいらっしゃれば、推薦していただければ、大

変ありがたいと思いますが、どなたかいらっしゃればご推薦していただきたいと思

います。 

【委員】 

 仮議長の方で案を持っていらっしゃいませんか。 

私どもの考え方ですと、こういう専門的なものでありますので、専門的な方にお

願いできればと思っております。三橋先生を委員長に、都市計画に詳しい橋本和彦

さんを副委員長にお願いできればありがたい、と考えております。 

【仮議長】 

 ありがとうございます。 

事務局としては特に案を持っていませんでしたけれども、先程委員からご発言が

ありましたとおり、三橋先生を委員長に、橋本委員を副委員長にとのご推薦があり

ましたが、皆様いかがでしょうか。 

【委員全員】 

 ぜひお願いします。 

【仮議長】 

 よろしいですか。ありがとうございます。 

異議がなければ、三橋伸夫様を委員長に、橋本和彦様を副委員長に選任いたしま

す。これにて委員長及び副委員長の選任は終了しましたので、この後、委員長の進
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行により、会議の進行をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【委員長】 

 ただいま高根沢町景観計画策定委員会の委員長に指名されました三橋でございま

す。就任にあたりましてひとことご挨拶申し上げたいと思います。 

 実は、この委員会の委員になるということで、景観計画の基になっている平成１

６年１２月に施行されました景観法の前の方の条文をざっくりとですが、景観とは

何かということですね。皆さんご存知かと思うのですが、あまりはっきり書いてい

ないんですね。良好な景観は、例えば地域の歴史とか、自然とか、こういうものを

主体的に形成されてきたものだと、このような解釈できたわけです。では、良好な

景観はいったい何かというと必ずしも書いてはいない。それから、今後の日本の、

あるいは栃木県高根沢町の将来を考えるときに、良好な景観というものは、地域の

活性化のためにはなくてはならないものであるとか、そういうことも書いてはあり

ますが、では良好な景観とは何かというと明確には書いていない。ということで、

これはおそらくですが私が考えるに、景観というのはその地域ごとで、これがこの

地域の良好な景観である、あるいは守るべき景観であるということをそれぞれの地

域で考える。こういう趣旨なんだと。つまり景観法の中で、良好な景観とはこうい

うものなんだと書いてしまうと、そのとおりに合わせていかなくてはならないとい

うことになってしまうので、そこまでは踏み込んでいない。そういうふうに考えて

いる次第なのですが、そういう意味でこれから皆様方にお知恵を絞って検討してい

ただく高根沢町の景観計画というのは、町の歴史、自然、それから文化、特に、先

程、町長さんのお話の中では、最初に出てきた言葉がですね、農村の水田及び屋敷

林といった風景であるという話しでしたので、高根沢町の景観としてまず謳うのは

散居村が基本かなと思うのですね。ただそうは言っても、宇都宮市に隣接するとい

うことで、都市化が進んできて、この役場周辺でも、都市的な集積も大きなものが

ある。そういう意味で、都市的なまちもあり、かつ農業のみならず商業、工業、こ

ういう産業的なバランスという中で、プランの考え方をどういう形で整理していけ

ばよいかということを景観の面で検討するということが、この計画ではないかと思

います。 

 ただ、この景観というのは、行政だけが議論して計画を作っていってもほとんど

意味がないのであって、この地域の暮らし、生産に励んでいらっしゃる関係者の方々
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の合意を図り、なおかつ景観の保全とか形成に参画していただく。共に創っていく

という姿勢が極めて重要なわけでして、ぜひとも一緒に創っていくということにつ

いてもですね、この計画の中にできるだけ無理のない形で実行可能な形で盛り込ん

でいけたらいいなと、このように思っているわけでございます。 

 私自身はそれほど経験が豊富だというわけではありませんが、何度かまちづくり

の面でお手伝いをしたこともございまして、委員長を引き受ける形になりましたが、

皆様のご協力がありませんと、なかなか難しいと思いますので、ひとつどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 では、早速ですが、この議事次第にしたがって、議事を進めて参りたいと思いま

すが、まず事務局の方でご説明いただきました高根沢町景観計画策定委員会設置運

営要綱第９条第２項の規定で、議事録署名人を委員長が指名するということになっ

ているので、本日第１回ですが、本日の議事録署名人として、委員お二方にお願い

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

【委員全員】 

 お願いします。 

【委員長】 

それでは、異議なしと認め、本日の委員会の議事録署名人をお願いしたいと思い

ます。 

よろしくどうぞお願いいたします。 

 それでは、早速議事に入りたいと思いますが、先程確認されましたお手元の資料

の景観計画案につきまして、ご説明を事務局からお願いするわけでありますが、初

めてのことでもありますし、各章ごとに区切ってご説明を受けて、その都度ご意見

をいただきたいと思います。もちろん、後で質問されることもかまいませんが、と

りあえず区切らせて進めさせていただきます。 

それでは、まず、高根沢町景観計画案の概要説明というところにつきまして、事

務局からご説明をお願いします。 

【事務局】 

それでは、景観計画案の概要について説明をさせていただきます前に、こちらの

目次をご覧になっていただきたいと思います。 

本日皆様に審議していただく内容は、「第１章 景観計画策定にあたり」と「第２
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章 景観計画の区域」、「第３章 良好な景観の形成に関する方針」の３つでござい

ます。残りの４、５、６、７とありますが、これらは次回以降ということになりま

すけれども、第４章を次回の委員会にと考えています。その後あと２回委員会を開

催して審議していただきければと我々としては考えていますので、よろしくお願い

いたします。 

では、まず「第１章 景観計画策定にあたり」を説明させていただきます。こち

らの景観計画案を基に説明するのも難しいですし、時間もかかりますので、私ども

の方でこちらの「高根沢町景観計画案の概要説明」を作成しましたので、こちらを

基に説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。今、委員長から

も説明もありましたが、景観法制定の背景とその目的についてです。我々の子供の

頃は、高度経済成長ということでモノをたくさん受け入れてきた時代でした。いわ

ゆる物質的な豊かさこそが豊かさの価値観ではなかったと思います。ですが、バブ

ル崩壊を経て、皆様の考え方、経済的なものが満たされてきますと、それだけでは

ないのではないか。もっと言えば、心の豊かさやゆとりが必要なのではないかとい

う意識が芽生えてきているのが、ここ数年の傾向ではないかと思われます。このよ

うな中で平成１６年に制定された法律が景観法であります。 

それでは、景観計画とは何かということになりますが、ここにいらっしゃる皆様

の中にはご存知の方もいらっしゃると思いますが、改めてご説明をさせていただき

ます。景観計画というのは、景観法に基づく良好な景観形成を実施するための計画 

のことです。景観計画を作るには、景観行政団体になることが必要になりますが、

高根沢町では平成２０年３月３１日に景観行政団体になっております。景観計画の

特徴ですが、景観といいますと都市景観をまずイメージされる方が多いと思います

が、先程委員長もおっしゃいましたとおり、農村の景観も景観法の対象であり、他

にも山であったり、公園であったり、河川も景観法の対象になっています。つまり、

景観というのは守備範囲が広いものだということです。景観計画は、区域内の建築

物に関して届出・勧告による規制を行うことができるようになります。地域の個々

の特性を活かした規制内容を定めることもできるようになります。もし、景観計画

の区域の中で周囲の景観に合わないような建築物ができた場合には、形態や色彩、

意匠などに関する変更命令を出すことが可能になります。いわゆる強制権があると

いうことです。景観計画を策定するのは町ですが、変更の提案については、住民の
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も皆さんからしていただくことができるようになっています。ですから、皆様の中

に、私たちの地域は違った規制をかけて景観形成をしていきたいとご提案があれば、

合意形成を図った結果、皆様がやっていきたいということであれば、計画の変更も

可能になるということです。また、景観重要建造物、これは後日ご審議いただくこ

とになりますが、こうしたものについては建築基準法の建ぺい・容積率の規制緩和

が可能になります。予算、税制上での支援措置についても、財政上の問題があるの

ですぐにできるというわけではありませんが、講じることが可能になることもあり

ます。 

 今回の高根沢町景観計画をどのように策定していくかについてご説明いたします。

先程町長からも説明がありましたが、高根沢町の主たる景観とは田園であります。

ですから、田園であったり、昔ながらの里山であったり、御料牧場に代表されるよ

うな牧場といった自然の景観、それから屋敷林に囲まれている家々、先程散居村と

言われましたけれども、そういった農村集落の景観、これらが高根沢町の主たる景

観ということになります。近年では、駅周辺整備事業ということで、宝積寺駅、東

西連絡通路、ちょっ蔵広場などができましたけれども、そのような建築物の景観と

いうものもあります。さらには町の東側になりますが、台新田展望台や元気あっぷ

むらの展望室からみえる眺望、その眺望というのは、八溝山地や日光連山、那須連

山がきれいに見える、山並み景観というものがあります。そうしたものを保全する

のはもちろんですが、活用もしていきたい。当然よい景観は町としても形成をして

いかなくてはならないと考えています。景観というのはすべて同じというわけでは

なく、地域ごとに異なる景観があります。ですから、地域の景観に配慮して計画を

策定したいと考えています。 

 続きまして、良好な景観形成に関する基本理念についてご説明させていただきま

す。これは、景観法第２条に規定されているものです。①良好な景観は、国民共通

の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保

全が図られなければならない。②良好な景観は、適正な制限の下に地域の自然、歴

史、文化等と人々の生活、経済活動等が調和した土地利用がなされること等を通じ

て、その整備及び保全が図られなければならない。③良好な景観は、地域住民の意

向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成

が図られなければならない。④良好な景観は、地域の活性化に資するよう、地方公
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共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければ

ならない。⑤良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、

新たに良好な景観を創出することを含むものである。と、このようになっています。

この中で触れられています良好な景観の形成、保全、創出について高根沢町の景観

計画は策定していくわけですが、今後新たな景観を創っていきましょうということ

になれば、当然、地域の皆さん、事業者の皆さんといっしょにやっていかなければ

できないということになります。誰かがやればよいというものではなく、皆さんと

いっしょにやっていく、いわゆる協働の姿勢で行うことが重要になってきます。そ

して、保全するだけではなく、創出するということも書いてありますが、やはり景

観というものは人の手が加わらなければ良い景観はできないということであろうと

思います。ですから、皆さんと手を取り合って良い景観をつくっていくことが必要

になって参ります。 

 次に、国、地方公共団体、事業者、住民の責務ということで、これは景観法第３

条から第６条まで書いてあります。国の責務としては、良好な景観の形成に関する

施策を総合的に策定し、実施する、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及

等を通じて、基本理念に対する国民の理解を深める、ということになっております。

国の責務が良好な景観に関する意識啓発ということで、かなり一所懸命行っていま

す。良好な景観形成に関する支援として補助金もつけています。地方公共団体の責

務としては、良好な景観の形成の促進に関し、その区域の自然的社会的諸条件に応 

じた施策を策定し、実施する、となっており、これが景観計画ということになって

参ります。事業者の責務として、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形

成に自ら努める、となっています。事業者が行う開発の規模というのは、大きなも

のがありますから、景観に与える影響も大きいということになってきます。最近で

は、こうした施策に協力していただける事業者も多く、また景観が付加価値を与え

るということもありまして、協力をしていただけることも多いですし、そうしたこ

とに協力していただかないと、良い景観は生み出されないということになります。

住民の責務ということですが、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観

の形成に積極的な役割を果たすよう努める、ということになっています。それで、

良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとなっていますが、今後我々

が皆さんに対して、景観に対する意識付けというのが必要になってきます。皆さん
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が家を持っていらっしゃっているのであれば、きれいな庭を造るということも立派

な景観形成の１つですし、清掃活動もそういうことになります。こうしたことを普

及させていくことは重要ですし、実践していただくことで高根沢の景観は立派なも

のになっていくものと考えています。 

 次に、景観計画の位置付けについて説明します。景観計画は、諸計画の中の１つ

の計画となっています。その１つが高根沢町地域経営計画２００６という総合計画

ですが、当然これと整合させてあります。また、開発等の方針を定めている都市計

画マスタープランとも、当然整合を図ってあります。環境基本計画とも、現在は環

境に対する意識も高いですし、良い環境は守っていく必要があることから、リンク

する部分も大きいと思われるので、整合を図っています。その他、農村に関する計

画、建築協定などとの計画や施策とも連携をしながら、進めていくことになります。

また、先程申し上げましたが、必要に応じて記載の内容の追加、見直しをして、変

更していくこともあるかと思います。 

そのような中で、細かく言えば違う部分もあろうかと思いますが、高根沢町の景

観特性を地形状況や土地利用状況によって大きく４つに分類しました。１つは、鬼

怒川緑地ゾーンです。どこになるかといいますと、町の西側にある鬼怒川の河川敷

ということになります。図で言いますと、景観計画案の９ページをご覧いただけれ

ばと思いますが、緑色になっている箇所がエリアということになります。鬼怒川を

メインとした景観です。２つめが市街地ゾーンです。市街地ゾーンは、主に西部と

東部にあり、宝積寺地区と仁井田地区ということになります。あと、南部に芳賀・

高根沢工業団地というのがありますが、大きくは２つの地区で構成されています。

当然市街地ゾーンというのは、道路や公園などの公共施設というのが整備されてい

る地区ということになります。もちろん、住宅や工場などの建築物も集積した市街

地の景観がメインになったゾーンです。３つめが、ほとんど黄色になっているかと

思いますが、田園ゾーンです。主に町の中央部がメインになっていますが、ここに

田園があって、農村集落が点在していて、平地林、牧場などの景観がメインになっ

ています。４つめが、主に町の東側オレンジ色になっています丘陵ゾーンというも

ので、山林に囲まれて高い場所に位置している丘陵地域の景観を基本としたゾーン

です。第１章では、どういう景観があって特性があるかを主に記述しているという

ことになります。 
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第１章に関する説明は以上です。 

【委員長】 

 はい、ありがとうございました。ただいま事務局から説明のあったことに関して

何かご意見があれば、ご意見をちょうだいしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

計画の基になります景観法の性格、位置付け、高根沢町の地形等による特性につ

いて、このような整理をしたということなのですが、いかがでしょうか。 

【委員】 

 いいでしょうか。今回、高根沢町で景観計画を立てられるということなのですが、

他の自治体でもこういった動きがあるのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教

えていただけないでしょうか。 

【委員】 

 栃木県で景観法による景観計画を作っている自治体として、宇都宮市、小山市、

日光市、那須町、那須塩原市、足利市があります。那須塩原市は現在景観計画を作

り終えて、４月１日から施行を始めます。足利市については、１０月１日から施行

することになっていますので、今日の時点で４つの自治体が景観計画を施行してお

りまして、２つがこの後施行する予定のところです。他に、佐野市が現在景観行政

団体になっておりまして、景観計画を昨年度、景観行政団体になったのが平成２１

年３月３１日でしたので、今年度から作り始めたところです。２１年、２２年で策

定するということで、県の方とは協議しています。 

【委員】 

全国的にはどうなのでしょうか。 

【委員】 

 全国的には、まだまだ市町村レベルでいえばあまり作っていないところです。栃

木県は現在市町村が、今日現在、栃木市が合併になったので２７市町で、そのうち

６つの自治体で作られていますので、パーセンテージ的には全国レベルより高いレ

ベルになっているといえます。たぶん、関東近県では神奈川県が一番進んでいるの

ではないかと思います。景観行政団体になっている数も多いし、景観計画を作って

いる数も多いです。全国的には、２１３の自治体が計画を作っているとのことです。 

【委員】 

やはり、全国的に景観計画を立てていこうという流れになっているのでしょうか。 
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【委員】 

 そうですね。景観法自体が、鎌倉とか京都など元々景観に力を入れてきたものが、

景観条例というものを作ってきたわけなのです。しかし、市町村単位で条例を作っ

ていくとなると、強制力が条例ではなかなか作れない。ですので、国が「美しい国

づくり大綱」を作ったときにやらなくてはならないだろうということで景観法がで

きたということなのです。景観法ができたことによって、法に裏付けられた景観計

画を作って、その運用として景観条例を作る。その条例の中で、罰則規定とか景観

法の中にあるので、そういうものを基にして計画を進めるということになります。 

【委員長】 

 よろしいですか。どうもありがとうございました。 

他にありますか。委員からご説明いただいた県内の状況で申し上げると、日光、

那須、足利は歴史的なものや自然的なものに基づいた、いわゆる観光地的な要素の

強いものですね。宇都宮、小山、足利、佐野は、市街地というか都市景観が中心と

いうことではないですが、そちらにウェイトがあります。ですから、高根沢町の形

態としては農村を主に計画の対象とした取組みといえなくもないですね。 

【委員】 

 １つだけ伺いたいのですが、よろしいですか。 

「景観計画とは」に書いてあるところで、グリーンで書かれているところがありま

すよね。その中で上から５番目に「地域の個性が反映できるよう、条例で規制内容

を柔軟に決めることができる。」という柔軟という言葉と、最後の建築基準法の規制

緩和、これに興味があるのですが、これはどういうことを意図して書いてあるので

しょうか。一般的に景観を保全するということは規制ですよね。緩和ではないので

すよね。規制をかけることが重要になってくるのではないでしょうか。緩和という

のはプラスにならないのではないでしょうか。 

 それともうひとつお伺いしたいのですが、１ページの中で田園、里山、牧場など

例に書いてありますが、３ページに景観特性の中で、鬼怒川の河川敷のことが一番

目に出ていますよね。１ページには出てないんですよね。これをどのように整理す

るのか。田園景観が主といっていながら、最初に鬼怒川河川敷が出てくる。ちょっ

と気になるんですよね。 

 それと気になったのは、こちら側から鬼怒川を見た場合に、鬼怒川の桜がありま
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すよね。それは、行政区域が違いますよね。それでお聞きするのですが、宇都宮も

区域に入っているのでしょうか。あるいは宇都宮市の景観計画の区域の中できちん

と踏まえて協議されているのかなと。景観というのは狭い領域の景観と広い景観と

がありますから、日光連山というのはここでも謳っていますように、借景としては

かなり大切な位置を占めていると思うのです。この辺の区域の際をどう考えている

のかをお聞きしたい。 

【事務局】 

 ただいまの委員のご質問についてお答えいたします。 

まず、条例で規制内容を柔軟に決めることができるとなっていますけれども、橋

本委員がおっしゃられたように、基本的はまず規制が強くなるというのが原則とし

てあるのは事実です。ただ、ここにあるかどうかわかりませんが、歴史的な建造物

であって建築基準法の建ぺい・容積率に違反している場合、何か直したいというと

きにできないことになってしまいます。ですから、そういう場合には規制緩和がで

きるということであって、基本的には規制強化ということになります。 

２つめのゾーンのことですが、ゾーンをたまたま西側から順番にゾーンを紹介し

ていったものですから、３番目に田園がきているのですけれども、確かに田園がメ

インなのだから最初に田園が来るべきというのはご指摘のとおりではないかと思い

ますので、その辺は必要に応じて修正すべき点かもしれません。 

３つ目の、河川景観について謳っていないではないかということなんですけれど

も、こちらについては景観計画案の中に鬼怒川が流れていることの記述があるので

すが、確かに特性の中に河川を書いていないので、そこの部分を書いておくことで

後へのつながりが出てくることになろうかと思います。 

【委員長】 

 最初の方の規制緩和というのは、もしあればというお答えだったのですが、具体

的には想定しているということでしょうか。 

【事務局】 

 いえ、決まっているというのはないと思われるのですが、ただ後であったと言う

わけにはいかないので。 

【委員】 

 私はいろいろずっとやってまいりまして一番困ったのは、大規模小売店舗なんで
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すよね。私も大規模小売店舗の会長をやっていまして、最終的には決めることにな

るのですが、田園の中に店舗が決まって看板がポツンポツン立っていってしまう。

議論はしていきますが、全体としては規制強化というよりは利便性が優位になって

しまう。ですから私個人だけでは抑えられなくなってしまいまして正直、戸惑った

わけなんですね。 

 開発の規制でも、コンビニエンスストアとか申請が上がってきてどんどん建って

きていますよね。あれは、農村景観というわが国のすばらしいものの中にポツンポ

ツンとあることに抵抗を示してきたのですが、これも覆されてしまったのですね。

だから、どうしても規制緩和という言葉が気になるんですよね。私もいろいろなま

ちづくりに係っていますが、地区計画をかけるという場合には、いわゆる一貫的な

法律の強行性を優先し、個人的な感情を入れられないようにしていますから、規制

を強化するということに対する抵抗は非常に強いわけです。ですから、合意を図ろ

うとしてもなかなかできない。景観行政については、法律ですから強いと思うんで

すよね。とはいってもなかなか難しいとは思うのですが、でも規制緩和というのは

ちょっと気になるんですよね。 

【委員】 

 ちょっと、いいでしょうか。 

建築基準法の規制緩和というのは、景観法の１９条に景観重要建造物の指定とい

うものがあるのですが、景観重要建造物に指定されますと、建築基準法は古い建物

について新たな建築行為をする場合は、今の基準法に合わせるというのが前提にな

っています。そうなると、古い建物を今の基準法に合わせようとすると、今の良い

景観を保てるかどうか保障できない場合があります。そういう場合を勘案して、基

準法の既存不適格という部分である程度前のままでよいだろうという内容をとれま

すよということなんです。ですから、建築基準法で言うと、建築行為があったとき

に直さなくてはならない。直さなくてはならないからといって古い建物を直そうと

すると、根本的に難しい面もある。そういう場合に、建築行為はするけれども、そ

の部分は直さなくても良いですよという内容を含んでの規制緩和という感じだと思

います。 

【委員長】 

 この緑で囲ったものは景観重要建造物に関するものと限定されてますから、委員
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のおっしゃるように、それ以外は景観方では規制の方向で行くという場合が多いと

思いますので、そういう限定的なこの表現でいかがでしょうか。 

【委員】 

 はい。委員長がおっしゃられるのであればそれでいいと思います。 

【委員長】 

 それからもう 1点指摘いただいた区域の際の話ですが、確かに鬼怒川緑地ゾーン

は、町から眺めた場合、対岸の宇都宮市が主たる視線対象になるので、多少宇都宮

市の景観計画で、見えるゾーンがどういう位置づけになっているのかを参照にした

うえで、それと整合をとるようなことを配慮しておいた方が良いのではないかと、

私は感じたのですが、そういう対応はどうでしょうか。 

【委員】 

 私が都市計画区域を指定したときに、どこら辺を指定するのかというのがありま

したよね。例えば、借景である日光連山の、山の向こう側はこちらからは見えない

ので、まあこの辺にしましょうということで都市計画区域を決めた例はあるんです

よね。際というのは非常に大切だと思うんですよね。その辺を念頭に入れて、採用

してもらえればよろしいのではないかと思います。 

【事務局】 

次の章に書いてあるのですが、景観計画の区域は高根沢町全域とするとしていま

す。日光連山というのは当然日光市のもので高根沢町ではありませんから、山の眺

めの景観を保全するといっても、我々の領域のものではありませんので、当然規制

はできません。ただ、高根沢町にあるもので、山並みが見える目の前に鉄塔が建つ

となれば、それはやはり眺望を害するのではないかと考えますので、そういったも

のについては、できるだけ阻害しないようにする方法は作れるのではないかと思い

ます。保全はできませんが、眺望の確保はできると考えています。委員長が先程お

っしゃられた宇都宮市の景観計画との整合性というのは、確かに我々も見ていない

のかなと思います。ただ、宇都宮市の景観計画は宇都宮市のもので我々がどうこう

言えません。少なくとも我々の町にある景観についてはこうだという姿勢を見せて

いかなくてはいけないのではないか。町内についての規制できるが、町外について

は我々そうであってほしいと願いますが、それは別の景観行政団体の施策というこ

とになります。 
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【委員長】 

 それでは、他にいかかでしょう。 

【委員】 

 景観計画案の４ページの特性なんですが、２章にいっての図１でこのゾーニング

ですか、どう考えてゾーニングをしたのかちょっとお聞きしたいのですが。 

【事務局】 

 ゾーニングですが、まず鬼怒川については基本的には鬼怒川の河川敷ということ

になっているのですが、これは景観計画案の中の５ページを見ていただければと思

うのですが、鬼怒川があってその河川敷の東側をメインとしています。 

【委員】 

 ごめんなさい、そういうことではなくて、そこでいうと高根沢町の景観特性とい

うのがあると思いますが、その景観特性という切り方でいって、これはおそらく河

川敷がメインになっているのですね。これを河岸段丘まで入れるとなると違うので

はないかなと思うのです。景観特性の分類でというと、宝積寺の河岸段丘まで入れ

て一体で議論した方がいいのかなと。ただ、最後に規制という話しになった場合に

は、こちらの方がいいのかなと。そういうのに配慮されているのかなとは思ってい

るのですが、どちらかというと景観のまとまりという観点では、河岸段丘までまと

めて議論した方がいいと思うのです。 

 それともうひとつは、反対側なんですけど、これは水路で決めたのですか。 

【事務局】 

 水路で決めています。 

【委員】 

 市の堀ですね。なるほど、山際のところで切っているということなんですね。そ

こは集落も入っていますから、そこまでのイメージということなんですね。こっち

はこれでいいと思うのですが、鬼怒川のところの切り方がこれでいいのか、何のた

めにゾーニングしているのかをちょっとお伺いしたい。 

【事務局】 

 委員のお話についてお答えさせていただきます。河岸段丘まで鬼怒川緑地という

お話しだったのですが、そこを田園にしているのは、ここの田んぼで作られるお米

というのは高根沢で一番おいしいお米がとれる区域なのです。ですから、ここを田
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園から外してしまうと、自分たちのところが一番おいしい米を作っているのにとい

うことになりますから、ここは田園でなければというのが我々の考えです。どれで、

田園にしています。 

【委員】 

 私は景観のまとまりという面で、景観特性で行くなら一体の方がいいかなと。確

かに、土地利用であれば田園の土地利用なんでしょうが、あそこは稜線なんですよ。

稜線を通る人たちに対して高根沢って何というのを記号付け一番しやすいところで

はある。縦のほうのつながりの流れと横とを考えたときに、どういうふうに踏み出

すか。 

ただね、それをやると難しいのは、何らかの規制をかけるとなると、こっちの方

がいい場合もあると思うのです。やり直さなくてならない可能性もあるからです。

ただ、景観特性のまとまりとゾーニングのまとまりは違うということをよくお考え

いただければ良いと思います。 

【委員長】 

 はい、ありがとうございました。 

これはそうすると、町としては土地利用を優先してゾーニングを考え、委員から

は景観としてのまとまりといいますか、ひとまとまりの景観として捉えたときには、

稜線沿いについて言えば、中央部の田園ゾーンという扱いとは違うのではないかと

いうことで、ただ最終的には景観の規制がどういうところになるのかというところ

に関係してくるのかとは思うのですが。 

【委員】 

 どちらかというと景観のまとまりということでテーマといいますか、ここはこう

いうテーマで行きましょう、課題はこうですよというふうにくくっていく方がいい

のではないかと思っているのです。まあやり方はいろいろとありますから、先の見

通しをつけながら、ということなんでしょうけど。 

【委員】 

 区域というのはダブってはいけないのでしょうか。きちっと分けなくてはだめな

んでしょうか。 

【委員】 

 通常、明確に分けて何とかゾーンというふうに分けてやっているのです。それは
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おっしゃたように、土地利用と地形があるのですよ。それを一義的にやっているの

です。やり方を見ますとね。 

【事務局】 

 とりあえずという言い方はおかしいかもしれませんが、ここの部分はかなり難し

いところなのですね。例えば、砂部工業団地は市街化区域だから田園ゾーンではな

いではないかということになってくるのですが、確かにそうですが、私どもの考え

では、田園の中にポツンとあるというイメージなのです。キリンもそうなのですが、

市街地に等しいですが、あえて田園に入れているのはそういうことなのです。 

【委員】 

 そういえばそうなんでしょうけど、こっちはね４号線が視点場なんですよ。あそ

こをどうしようかということに対して、高根沢って何というのを表現するものがあ

ると思うのです。何をテーマにするか、というところから切っていくということな

んです。 

【事務局】 

 確かに委員のおっしゃるとおり、私もそうだなと思うところはあるのです。ただ、

やはりここは一番良質の水田を持っている地区でありますから、そういう考え方を

しているのです。 

【委員】 

 物理的に言うと、鬼怒川緑地ゾーンというのは田園という要素が入らないのでは

なくて、こちらには田園があって、こっちには川があって、こっちには河岸段丘が

あります、という定義の仕方をすればいいのではないか。田園ゾーンの平らで散居

村的田園の景観と、鬼怒川を抱えて河川敷の入った景観というのはちょっと整合取

れないということではないのです。ただ、それをどう表現しますかというのを先に

持っていないというのはあるかなと。 

【委員長】 

 そうしましたら折衷案として、町の考えとしてはあそこも同じ米どころである、

町の中央部の散居集落的な田園と共通性は高いという主張を尊重するのであれば、

田園ゾーンはこのままにしておいて、それを更に散居村的な部分と国道４号線沿い

ということにして、次の段階でもう少し内容をつめてもらえればと思います。 
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【委員】 

 鬼怒川緑地ゾーンという名前でない方がいいかもしれませんね。 

【委員長】 

 これは今後の検討事項ということで、時間も限られていますから、次へいっても

よろしいでしょうか。 

 それでは、「第２章 景観計画の区域」について事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 

 それでは、「第２章 景観計画の区域」の概要についてご説明させていただきます。 

先程もちょっと説明しましたけれども、景観計画の区域というものを定めます。景

観計画の区域というのは、高根沢町では田園があったり、山があったり、建築物の

景観があったり様々な景観があるということで、全域で景観計画の区域を定めるこ

とにしたいと考えています。それで、先程議論をしましたゾーンについては、４つ

のゾーンに区分させていただければと思います。 

 ２つめが景観計画重点区域です。景観計画区域の中でも個々の地域の特性にあわ

せたもので景観計画重点区域というものを定めていきたいと考えています。ただ、

我々が勝手には決められませんから、皆さんの話しあいの中で合意形成をしていっ

て、その中で良好な景観形成に取り組んでいきたいという区域があれば、景観計画

重点区域というものに位置づけていきたい。当然そうなれば、規制内容も変わって

くるということになります。景観計画重点区域をどうやって選ぶかということです

が、１から４までのいずれかに該当すればということで考えてみました。１つめが

「高根沢町の景観を代表する建築物などがあること」、２つめが「住民が、自らの

地域を誇れるような生活環境、景観形成づくりを目指しており、住民の協力が得ら

れやすいこと」、３つめが「豊かな自然景観の保全が必要であること」、４つめが

「その他、景観向上のために重点的な整備が必要と考えられること」の４つとして

います。現在のところ景観計画重点区域というのは選定していないですが、我々と

しては、皆さんと景観意識の普及啓発若しくは対話をしながら、１つでも多くの景

観計画重点区域を作っていきたいと考えています。２章については、以上です。 

【委員長】 

 はい、ありがとうございました。 

ただいまの説明についてご質問、ご意見があればお願いします。 
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 ４つのゾーンについては先程と同じなのですが、重点区域に関しては、今後の計

画策定後の、あるいは策定途上での普及啓発を含めた形での取組みでということで

したが、見通しとしてはどうなのでしょうか。 

【事務局】 

 景観計画重点区域というのを我々は選定したいとは思っています。本来であれば

田園をメインに出していますので、田園ゾーンの中からと私どもは思っているので

すが、なかなか今の状況ですと難しいかもしれません。ただ難しいからといって前

に進まないのではなくて、第一歩を踏み出さなくてはならないということなので、

今後の景観計画の普及、意識の啓発ということを、これは我々景観の部署だけでは

なく、環境とか食育とかいう部署があるのですが、そういったところと連携してや

っていかなければ難しいだろうと思います。 

それと、ちょっ蔵広場とか宝積寺駅周辺地区があるのですが、町がほとんどもっ

ているのでやろうと思えばできるのですが、ただ我々だけなので特段区域にする意

味があまりないので、もう少しエリアを大きくして、できるだけああいう雰囲気の

景観をもう少し敷衍させていく方向をできるだけ進めていきたいとは考えています。

他にも、鬼怒川にもたくさんありますけど、少しずつ皆さんにお話しをしていって、

いいものがあるということを分かっていただきたいと考えています。 

【委員】 

 今年１年は、重点区域を選定するという考えはないということですか。こういう

制度がありますよ、こういう部分ですよというとこで止めておいて、今後熟度が上

がってきたところから区域を設けるのか、今年中にそういうものが入ってくるとい

うものなのか、そこのところどんな感じなのですか。 

【事務局】 

 今のところ、計画の中には重点区域を書き込むという予定はないです。ただそれ

ではなんなので、候補地というものはたくさんあるんだよということを、例えば地

元で説明会をするというときには、皆さんの地域にはこういったものがありますよ

ねと話しをしていって、そうだと思っていただければ、じゃあこういう景観につい

てどのようにしていくべきかを、キャッチボールしていかなくてはならないのだろ

うと思うのです。 
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【委員】 

 では、重点区域について２章の２で、こんな地域がありますと書いてあって、３

章以下は、景観計画区域はこうですという議論ですね。 

【事務局】 

 はい。候補地については、これ以外ないのかということにもなるので、我々都市

整備課ではリストアップはしてあるのですが、当然皆さんの中ではたくさんあると

思いますので、我々としても皆さんとたくさんお話し合いをさせていただきながら、

手を挙げていただくことをお待ちしているというような状況です。 

【委員長】 

 よろしいですか。他に何かありませんか。 

それでは意見がないようですから、「第３章 良好な景観の形成に関する方針」に

ついて、事務局からご説明をお願いします。 

【事務局】 

続きまして「第３章 良好な景観の形成に関する方針」についてご説明させてい

ただきます。こちらの概要の方を見ていただければと思います。 

我々、今回景観計画を定めるにあたっては、目標を定めてその目標から方針へと

展開させていくという方法を採っています。そして、ゾーン別に沿った別な方針と

いうものを定めています。ですから、うまく景観形成できるようにしていきたいと

考えています。 

まず、目標ですが、目標１は「自然風景、点在する農村集落、田園を守り、後代

の町民に継承する。」とさせていただきました。これはやはり田園がメインですから、

目標１はそうさせていただきました。 

２つめが「美しい眺望を確保するとともに、活用する。」としました。これは先程

から話しがありましたが、高根沢には山並みが見えるところがたくさんあります。

ですから、借景なので保全はできませんが、眺望点を確保することは可能であろう

と思いますし、当然そういう眺望点の目の前に鉄塔を制限することは可能だろうと

思いますし、またそれをもっと活用して皆さんに知っていただく必要があろうかと

思います。 

３つめが「落ち着きのある市街地を形成し、保全する。」ということです。現在市

街地については、個々に開発をしたり、我々も土地区画整理をしたりとかしていま
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すけど、駅周辺もその１つですけど、そういったものをこれから形成していかなく

てはならない。形成したところについては、保全していかなくてはならないと考え

ています。 

４つめが「町民・事業者・町との協働によって、良好な景観を形成する。」としま

した。これは当然のことですが、我々だけではできませんし、我々が何もしなけれ

ばできませんし、もっといえば事業者の皆さん、町民の皆さんが主体的にやってい

ただくことが、良い景観を創り、守っていくということにつながっていきますので、

我々としてはそういうことを推進していきたいと考えています。 

こうした４つの目標を掲げまして、次に景観形成の方針ということで、４つの景

観形成の方針を定めています。 

１つめは「田園や自然、点在する農村集落などの景観の保全・育成」、目標２が展

開して｢八溝山地、日光連山、那須連山などの眺望景観の確保と視点場の形成｣、目

標３が展開して「魅力ある市街地の景観形成」、目標４が展開して「景観創造への意

識啓発」という方針を掲げています。 

全体としてこういう方針を掲げていますが、ゾーン別にも方針というものがあり

ましてここに書いてあります。 

鬼怒川緑地ゾーンですが、「美しい河川景観と清流を保全する。」としていますが、

こちらは自然風景、点在する農村集落、田園の方針とリンクしています。次に、「日

光、那須連山などの雄大で奥行きのある眺めを確保する。」としていますので、こち

らは眺望とリンクしています。次に「町民と連携した清掃活動などを推進する。」と

していますので、こちらは景観創造への意識啓発とリンクしています。 

２番目市街地ゾーンですが、「地域特性を活かし、生活拠点としてふさわしい統一

感と魅力ある市街地景観を形成する。」は、魅力ある市街地の景観形成とリンクさせ

ています。「緑化を推進し潤いのあるまちなみを形成する。」については、魅力ある

市街地の景観形成及び景観創造への意識啓発とリンクさせています。 

３番目の田園ゾーンですが、「広大な田園や河川、牧場などの豊かな自然景観を保

全する。」は、自然風景、点在する農村集落、田園の方針とリンクさせています。「点

在する農村集落や歴史的建造物などを保全する。」は、自然風景、点在する農村集落、

田園の方針とリンクとしていますが、最終的には景観創造への意識啓発ともリンク

することになると思います。「人々が代々営み、親しんできた生活文化を継承する。」
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というのは、自然風景、点在する農村集落、田園の方針及び景観創造への意識啓発

とリンクさせています。 

丘陵ゾーンですが、「優れた緑地景観を確保するため、里山を保全する。」は、自

然風景、点在する農村集落、田園の方針もそうですが、現在、里山を保全する活動

もしているので、景観創造への意識啓発とリンクさせています。「八溝山地、日光連

山、那須連山などの眺めを確保する。」は、眺望と連携させています。 

 以上、良好な景観の形成に関する方針をこのように定めたいと思います。 

簡単ですが、説明を終わりにさせていただきます。 

【委員長】 

 はい、ありがとうございました。 

それでは、何かお気づきの点、ご意見等がありましたらお願いします。いかがで

しょうか。 

【委員】 

 今日、町内をざっと見てきて、やはり眺望景観一番見所なのかなと思いました。

あとは田園ですね。１つは、先程委員がおっしゃいましたが、眺望景観のある田園

の中に大規模な店舗があり、工場もありますが、あれ今むき出しなんですよ。少な

くともここは、委員長おっしゃったように散居集落で、周りがみんな屋敷林なんで

すよ。そこで、その手法を使って、大きな建物が来た時は、高さとか何かとかあり

ますけど、周りの緑を入れたらどうかと。今までの地元の人たちもやっているので

しょうから。新しく来た人が大きな建物を作るときにはやってもらうことは、眺望

景観を形成しているところのひとつの手法だと思います。 

 それと、東京電力さんがお見えになっていますけど、鉄塔が網目とか赤白になっ

ているんですよね。それを塗り替えるといっても、いろいろ法律的なものもあるで

しょうし難しいとは思いますが、色をちょっと変えただけでもかなり違うと思いま

す。ただどういうタイミングでやればいいかというと、すぐには無理でしょうけど、

鉄塔の色をどうするというのはひとつの議論の対象だと思います。これは日本のい

ろいろなところでやっていて、山手線のグリーンではなくブラウンの統制ですね。

あれは周りの緑と調和しているのです。あと、大規模構造物の色というのは、周り

との調和、バランスというのが入ってくるのかなと。そうしないと、長期計画とい

うのが大切ですから、それを具体的にどうするのか。 
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【委員長】 

 はい、大変大胆な提案ですが、特に最初の件で、事例というのはありますか。 

【委員】 

そういうのはありますよ。どういう高さのどういう規模のものがきたというとき

には、この周辺は緑化をするようにと入っているのものが。そんなに難しい話しで

はないと思いますよ。 

【委員長】 

敷地レベルの緑化というものですか。 

【委員】 

そうです。建物を建てたら、周りに木を植えるというものです。 

【委員長】 

強制的な対応方法と考えられますね。 

【委員】 

そうですね。そういうルールを作っていただいたらどうかなと。その事例で一番

いいのは、小山市の５０号線に道の駅を造りましたよね。その市長さんが、自分の

建てた道の駅の建物は立派なものだから周りに木を植えなさい、と言ったのです。

確かに遠くから見ると具合が悪いんですよね。 

【委員】 

 開発行為などでは、工場はきちんと緑化をやっているのですが、小売店舗はやっ

ていないのです。先程おっしゃっていたのに駐車場もあるでしょう。駐車場の中に

木を植えてください、と言ったのですが、管理するのが大変で嫌だと。若い主婦の

方が、遠いところから子供連れて店まで歩いてやってきてときに、真夏では辛いで

すよね。そういうことをちょっと考えてもらえないかなと思ったのですが、いろい

ろ問題があるということで実施されないですよね。こういうことは、何か条例でも

定めてもらえたらよいのかなと思うんですよね。 

【委員】 

 今日は委員もいらっしゃっているから、これはぜひ建築家の人と考えてみたら良

いのかなと。丹下さんは、自分の建物の周りに木を植えるな、と言ったのですが、

そういうのがあるのです。田園の中に入っていくときの人口構造物と、都市の中の

ミクロな街路とでは違うと思うんです。それと、いくら良い建築でも建物は劣化し
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ていきますけれど、緑は育っていきます。田園の中に行くと、そういうバランスと

いうのが、いい感じになっている。そういう議論を大いに、委員長を中心にやって

いただいて、田園の景観というのをどう造っていけばいいのかを。 

【委員長】 

 本来、建築に携わる方が周りと環境を読み取って、それと調和するようにデザイ

ンすれば木を植えるなということはないと思うのですが、建築レベルで仕事をする

というのが原則とは思いますが、高根沢のようなところで、いきなり都市と農村部

が出会い頭の部分がかなり近いところでは、建築デザインだけでは処理しきれない

というところはあると思います。目隠しとしての植栽というのは、建築家としては

要するに。 

【委員】 

 良しとしないところもありますよね。見せたいのですから。ですけど、遠景が景

観の対象物として捉えていくといいのではないか。土木では結構ありますよ。展望

台とか作ったときに、木を植えて視点場を見えないようにするのです。これが一番

安いやり方ですから。あとは、見えないような場所に動かしてしまうというのもあ

りますけど、対象物を隠すというのが良いのでは。 

【事務局】 

 委員からのお話しがあった件ですけれども、緑化は一般的に景観を良くする一番

早い方法だと思うので、こちらについてはできるだけ皆さんにお願いはしたいと思

ってはいます。 

東京電力さんのことですが、確かに赤白というのは見た目としての議論はあろう

かと思います。ですが、いきなり赤白を直してくださいというのはできないと思い

ます。でも、事業者さんは、景観というものにかなり関心を持っていらっしゃいま

す。というのも、自分たちも景観を構成する一員という意識をかなり持っていらっ

しゃいます。本日は、東京電力、ＮＴＴ東日本、ＪＲ宝積寺駅長の方々がお見えに

なっていらっしゃいますけれども、お話しをしますと決して協力をしないというこ

とではない、ただ、いきなり全部を直すことはできないわけです。ですから、何か

しらやるときにお話し合いをして少しずつ変えていくしかないと思うのです。景観

については、委員の方々もよくご存知だと思いますが、５年、１０年ではできない

ものです。どんなに短くても２０年、もっといえば５０年かかっている、そういう
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ケースも多々あると思うのです。ですから、ここで重要なのが事業者の方に、計画

に対する周知期間を設けて説明をさせていただいたうえで、事業者の皆さんに協力

していただき、少しずつ直していくことだろうと思います。いきなり直しなさいと

いうことになれば、反発を受けることになりますし、景観に対するイメージも悪く

なってしまうことから、最初はできるだけ緩やかな規制にしていきたいと思ってい

ます。 

【委員長】 

 せっかくですから、今のことに関連して、社内での議論や取組みについてちょっ

と紹介していただけないでしょうか。 

【委員】 

 東京電力管内においてもいろいろな自治体で条例や計画を作っていらっしゃると

ころがございます。中には、もうとても無理ですというような一案を提示されたと

ころもございました。例えば電柱ですが、１０ｍ以下にしなさいとかありましたが、

とても今の状況では送電できないわけです。あとは、電柱を全部茶色にしなさいと

いう内容を一案として出されるところもありますけど、最終的にはこちらの電気事

業者というのは、皆様方に電気をお送りするということが使命ですので、そういっ

たところはご理解をいただきまして、現在でも県の計画に則った方法でご理解をい

ただいているというのが実情です。 

 先程、委員より鉄塔のお話しがありましたけれども、実際、今のところ鉄塔に関

しては、既存のものを移動したり、色を塗ったり、毀しなさいというのはきていま

せんが、我々こういうところに出席させていただいているというのは、これからは、

設備ですね、今はちょっとこういう経済状況ですから設備を造るというところはあ

りませんが、そういったところにも事前に景観計画でここをというところになるべ

く設備を造らない方法もできますので、そういった面では大変助かっております。

今までは、我々の管内ですと、行政の方ですとかこういう会議を通じて対応してい

ただいていますので、逆に助かっております。 

【委員長】 

 委員、いかがでしょうか。 

【委員】 

 まず、ご理解いただきたいことは、電柱が立っていますが、あれは必ずしもＮＴ



 28

Ｔの電柱、東電さんの電柱ありますけど、それぞれがそれだけに使っているわけで

は決してないのです。例えば電柱にしても、１本立っていれば共用したり、あるい

は自治体さんの放送ケーブルを引いたりといろいろな役割をしておりますから、無

駄なものを造らないようにしています。増えすぎている、無駄にあるということは

ないと思います。 

 それから、今後どうしていくかということになりますが、県内いろんな取組みが

ありますが、例えば市の中心部では、都内は進んでいますが、地中化というものが

ございます。共同溝というトンネルみたいなものに、ガス管や水道管、電力線、電

話線を埋めてしまうというものです。こういうことを、行政と事業者が分担をして、

なるべく景観上も良いし、非常に安全にもいいわけです。地震などあったときには

です。そういうことを順次進めていくような方法を１つとして行っております。県

内では、全国にはない独自の計画で、５年計画でしょうか、順次進めております。 

 あと先程お話のありました、色を変えれば良いのではないかという意見がござい

ましたけど、県内では確か国立公園内がありますので、国立公園は環境省のいろい

ろな規制があって順次進められていくと思いますし、そのときに通常の大量生産を

している色の塗っていないコンクリート柱に比べますと多少お金がかかるんですけ

れども、そういう負担をするということも行っています。いずれにしましても、私

どももこういう場にお呼びいただいているということは、積極的に参与しながら取

り組んでいこうと考えております。一方で、今は電線を引いたりする場合に、東電

さんの話しで１０ｍの話しがありましたが、あまり低くしますと、車が引っかかっ

て交通事故になったりしまして、危険ですし、県内でも発生していますから、安全

面での調和を考慮していただければと思いますので、それぞれのゾーンと生活との

調和が取れるかというところだと思っております。 

それと、私の仕事を離れた部分で申し上げますと、私どもの電柱が立っていたり

すると、勝手にどんどんいろいろなものを貼っていったりしまして、いわゆる広告

とか看板とかですね、そういうことも結構あったりするんですね。ですから、景観

というものは、構築物だけでなく、もともとない方が良いものといいますか、そう

いうところについても大切ではないかと思っております。 

【委員長】 

 はい、ありがとうございました。 
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あと、せっかくですから、直接今回の協議では言及はなかったのですが、ＪＲか

らちょっ蔵広場での町との関わりというものもあろうかと思いますので、よろしく

お願いします。 

【委員】 

 管理面では、ちょっ蔵広場で役場さんの方と、今はＴＭＯの方とも協力をさせて

いただいている状況です。私は思うんですね。駅とちょっ蔵広場は兄弟みたいなも

のですから、ＰＲをしていこうと思っているんです。あと、あそこ清掃していただ

いているのはアクセスの社員ですけれども、その方といっしょにゴミを拾うなどの

清掃をさせていただいております。とにかく建てていただいたわけですから、大変

お客様から評判も良いですし、今は高根沢町の新しいシンボルということで、そこ

を利用する者の一人としてきれいに使おうと考えています。 

あと、若干話しが逸れるんですけど、２０年ちょっと前に民営化された以降、こ

こでは仁井田の駅なんかは、簡単に言えば日勤で常勤の者がいなくなってしまうと

いうことで、昔の仁井田の駅なんかと比べると、若干昔と違うなと。簡単に言えば

人が手間暇かけていないなと。昔と違うなという感じですね。一番思うのは、高根

沢高校との境に１００年くらいの桜があるんですね。あれはかなり傷んでまして、

私みたいな者にとっては、あれをちょっと少しでも手を加えて、もうちょっと長生

きさせなくちゃいけないかなと。私たち、鉄道関係は、今人手があまりなくて線路

際、昔は草刈をしてきれいにしていたんですけど、今は雑草中に線路があるという

感じなんで、申し訳なく思っているんです。できる限り、田園地帯を走る鉄道とい

うことで、役場と力を合わせて、これから魅力ある鉄道を作っていきたいと思って

おります。 

以上です。 

【委員長】 

 はい、ありがとうございました。 

 そうしますと、委員の提案については、無理のない範囲で意欲的に書き込んでい

ただき、いろいろと調整のほうを進めていただいてという形でよろしいですか。 

【委員】 

 ええ、いいと思いますよ。 
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【委員長】 

 ありがとうございます。他にありますか。 

【委員】 

 それでは、先程広告の話をしましたけれど、いわゆる広告みたいなものの規制条

例というものを作られているところは、今あるのですか。 

【委員】 

 それでいくと私ももうひとつあるのですが、一番問題なのは、屋外広告物のほう

でいくと、のぼり旗ですか。今日も元気あっぷむらにもいっぱいあったでしょう。

あれは規制できないんですよね。あと警察もそうなんですよ。橋の上とかにある。

交通とかのです。選挙だったら違反なんですけど。あれ、ほんとに嫌ですよね。 

【委員】 

 のぼり旗はまずいですよね。 

【委員】 

 ですから、あれをどうやったらコントロールできるか。根気でもってやるという

のがないと、手の打ちようがないですね。一番困るのは、日光の時は、ガラスあり

ますよね。ガラスの外側貼ると規制できるのですが、中側から貼る。そうすると、

屋外広告物にならないのです。勝手でしょうとなると、うどんが５００円なんかが

だーっと窓ガラスに貼られている。ああいうのどうやってコントロールするという

か、もうちょっとソフトをというか。最終的には磨きこむのは地元の方というのを

入れ込んでいかないといけないですよね。 

おっしゃるように、貼るほうも悪いですけど、一番悪いのは市町村です。市町村

の方がいろんなものを貼って、いろんなものを汚くして、あるものの半分くらいは

行政がやっているもので汚いのです。 

すいません、余計なこといいまして。 

【委員】 

 うちでは貼られると定期的に巡回しまして、みんなで剥がすんです。 

【委員】 

 地中化のことで、BOX がたっていますが、あれはどこの管理なんですか。 

【委員】 

 あれはですね、市のもあります。 
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【委員】 

 最初の頃は不都合なこともありましたけど、最近ではみんな気にしていますから。 

【委員】 

 あれは共同溝ということになっていますから、整備が県とか市がされるんですね。

それをお借りして、準備してその中にしまっているという形ですね。 

【委員】 

 あれ、ポスター貼るのにちょうどいいですよね。 

【委員】 

 ちょうど人の高さですしね。 

【委員】 

 そうなんですね。 

【委員】 

 あれをまちの活性化に繋げているところもありますよね。 

【委員】 

 確かに、電柱がなくなるとすっきりしてですね、こんなに空が広くなったなとそ

ういうふうに見えるといいますか、空間ができますから、これをどう使うかという

ことですね。事業者としては、この方が保守管理しやすいですし、安全上も非常に

良いと思いますが、ただ、全部そうできるかというと、下に何があるかという問題

もありますので、先程最低５年計画ぐらいを作っていって、順次収納していくこと

になろうかと思います。 

【委員長】 

 はい、他にいかがでしょう。 

【事務局】 

 先程、屋外広告物の話しが出たのですが、今後計画の中に記述として載せるかど

うかについての話しがありましたのでお答えしたいのですが、屋外広告物に関して

は、高根沢町域内は栃木県屋外広告物条例を運用していくこととします。運用の範

囲の中でも、委員がおっしゃたように、条例の運用が重要視されているのかという

のは、疑問を感じる部分もあります。ですから、まずはそこから始めていかなくて

はならないと考えています。ただ、やたら屋外広告物がだめだということになって

しまいますと、市街地の中にある程度あるものも市街地景観だという意見もあるか
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と思いますし、活性化にもつながっているところもあろうかと思いますので、今は

県の条例を遵守していきたい。ただ、町民の中から屋外広告物を規制していくべき

だ、自分たち独自の条例が必要だという機運が高まってくれば、これは当然我々と

しても考えていかなくてはならないだろうと思います。しかし、現在の県の条例と

いうのは、委員の方が詳しいと思いますが、かなり厳しいものですよね。他の県か

らすれば、何でここまでというものらしいです。ですから、まずは今の条例を運用

していくというところからだというふうに考えています。 

【委員長】 

 はい、ありがとうございました。景観条例の方に関しては、どういった予定にな

っていますか。 

【事務局】 

 景観条例に関してなんですが、スケジュールの方を見ていただければと思うので

すが、現在、景観計画というものを作っていますが、計画だけでは手続き等が分か

りませんから、当然これに併せて作っていくことになるのですけれども、条例はで

きるだけ並行して作っていきたいのですが、予定では２３年度中には議会に上程し

て、議決を得たいと考えています。その中で、届出の対象であったり、記載する内

容であったり、様式といったものを条例の中で決めさせていただいて、計画と条例

がセットになりませんと運用できませんので、そのような形で行っていきたいと考

えております。予定では平成２４年１月１日から運用開始したいと考えています。 

【委員長】 

 はい、ありがとうございました。 

屋外広告物に関する話しも出たのですが、せっかくの機会ですから、今日は主に

話題がなかったのですが、都市景観、方針がですね、落ち着きのある市街地をとい

うのが書かれているのですが、ひとことコメントをお願いします。 

【委員】 

割と話題に屋外広告物は出やすいのですが、非常に難しい部分だなとは思います。

先程のぼりのことが出ましたけど、この領域になってしまうとモラルの問題になっ

てきてしまうのではないかと思います。実質、貼り紙にしても何にしても、条例上

はだいたい禁止していますので、それではそれを完全にやめさせられるのかという

難しい部分になってきてしまうのかなと思います。ただ、例えばヨーロッパなんか
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でもサインに関する議論というと、そこに住んでいる、利用している人たちが自ら

進んで、景観に合うように自分たちのサインを規制したり、デザインしたりしてい

るのがあるので、単に規制をしたから守ってくれるのかというとそうではないのか

なと思います。理想的には、何年先になるか分からないですけれども、そこに住ん

でいたり、利用されている方々が、自ら景観に合ったデザインをしていくことにな

れるような取り組みというのが、どういうふうに作っていけるのかを議論に入れて

いただけたらと思います。 

【委員長】 

 遠路はるばるおいでいただいたのですが、いろいろな取組みを伺って、高根沢町

の市街地景観をどのようにしていけば良いかということについて、どのようにお考

えですか。 

【委員】 

 参席させていただきながらまだまだ不勉強なところもありますが、宝積寺駅・ち

ょっ蔵広場を担当させていただく中で、町の方とか役場の方もそうですが、町長始

め、まるっきり高根沢町を良くしていこうという気持ちが強いことは、前から十分

存じ上げていました。こういう機会に参加させていただいて、今日、こういった計

画案というのを拝見させていただいているのですけれども、先程、委員からもあり

ましたように、割と具体的な方法はいろいろとあると思うのですが、例えば木で覆

ってしまうとか、ある程度分かり易い方法といいますか、そういったものの方が住

民の方とか、周辺地域の方にも伝える力が強いのかなと思います。私は、建築とい

う仕事は、そもそも敷地というものを与えられて、そこに対する具体的な回答を作

り出すという仕事にしていますので、これは計画なのでどこまで具体的にできるか

分かりませんが、具体的で分かり易い何か提案みたいなものを盛り込めると、こう

いった計画が高根沢らしい計画案になるのではないかと思います。 

最後まで意見をさせていただいて、協力させていただこうと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

【委員長】 

 せっかくの機会ですから、意見の方をお願いいたします。 

【委員】 

 私どもは、先生たちのお話しをまったく初めて聞くような状況ですから、これか
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ら勉強させてはいただきますが、我々住民として現在感じているのは、屋敷林のケ

ヤキが伐採されていることです。だんだん大きくなって家にかかってきますと、屋

根の上に落葉がたくさん出てきて、掃除するのが大変ということになるわけです。

それと、かなり立派なビルとかと同じで、まるっきり伐採されると、本当に変わっ

たという領域に入ってきますね。まあこれ、個人のものですから、お互い迷惑して

いる人もいるわけですから、町としても我々としても苦情は言えないわけですが、

ちょっともったいないなと。まるっきり景観が変わりますから。その辺の方法はと

いうことになるんですけれど、何かで縛るというのはもちろん採れないというのは

分かってはいるんですが、寂しい思いを近隣で思うので、何とかなればと思います。 

【委員長】 

 いかがですか。 

【委員】 

 今、委員が言われたこともさることながら、先程の赤と白の鉄塔の話しが出てい

ましたけど、赤と白という色でもって建造物にペイントされたのありましたよね、

何年か前に。あれは私たちの感覚からすれば、これが私のトレードマークなんだと

いって強引にペイントした方おいでになりますけど、ああいうことができないよう

な方法を採れたらいいなと考えています。以上です。 

【委員長】 

 委員、どうぞご意見をお願いします。 

【委員】 

 私は前年度まで担当させていただいていまして、現在私は調整区域の方に住んで

いて、今日、委員のお話しがあったように、田園地帯のケヤキもですね、あと杉林

もですね、切るような状況にあります。これについては、現在の後継者不足という

点もあるのかと思います。こういう高齢化社会になってきましてですね、管理がで

きない。そういう点もありますので、これは今回の景観計画の中でそういう点の重

要性を住民に訴えていければなと思います。ですから、最初のまず第一歩かもしれ

ません。しかし、将来的には、せっかく宝積寺駅周辺で市街地は起爆剤になりまし

た。調整区域の中には、従来からある程度魅力がある地域があり、歴史もあります

から、それをどういうふうにもって行くかというのが課題かなと思いますから、委

員の方々にご協力いただいてというふうに思っております。 
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【委員長】 

 ３章については、今後またこのような機会があると思いますので、引き続きご意

見をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、時間も押して参りましたので、最後に次第その他と日程についてご説

明をお願いいたします。 

【事務局】 

 今後になりますけど、今、第１章から第３章まで各委員の方々からご意見をちょ

うだいしましたが、こちらにつきましては再度内部で検討させていただいて、必要

があれば修正して、再度皆様に審議していただければと思います。 

 次回につきましては、第４章の行為の制限について検討させていただきたいと思

っております。行為の制限ですが、細かい内容が出てくるので、第４章だけという

ことで進めさせていただければと思います。 

 次回の委員会につきましては、予定では５月の下旬頃にと考えております。ただ、

現時点で５月下旬に都合が悪い日がもしありましたら、教えていただければと思い

ます。何か都合の悪い日はありますか。 

【委員長】 

 今日が年度末で５月が新年度ですから、まだ予定が分からないところもあるかと

思いますが。 

【委員】 

 ５月２８日ですが、都市計画課長・担当者会議になっているので。 

【委員】 

 私は、授業が木曜日は朝から入っているので、そこは外してほしい。 

【委員長】 

 私も、木曜日はだめなので。あと第４火曜日も外していただけないでしょうか。 

 あと、他にないですか。大丈夫ですか。事務局から何かありますか。 

【事務局】 

皆様からお話しいただきましたので、再度調整をしながら、日時を決めていきた

いと思います。決まり次第、あらためてご連絡させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。私どもからは、以上です。 
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【委員長】 

 はい、ありがとうございました。 

他に、委員の方から、何か委員会の進め方について何かあれば検討いたしますが、

よろしいですか。 

 では、本日は第１回目ということですが、活発にご意見をちょうだいしましてあ

りがとうございました。第１章の意見が多かったかもしれませんが、よろしくお願

いいたします。 

本日はありがとうございました。 
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